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▪時日時・期間　　▪場場所　　▪内内容　　　▪講講師　　　▪対対象
▪定定員　　　　 ▪料料金　　▪持持ち物　　▪申申込み
▪他その他　　　 ▪問問い合わせ　　　　　▪HPホームページ暮らしの情報

記事の詳細や申込方法など詳しくは、市▪HPをご覧になるか、各担当課へお問い合わせください。

健康づくり運動教室
　月2〜4回、地区公民館などに集
まって、全身体操やストレッチなど
を行います。お近くの会場に参加し
て、体を動かしませんか。詳しくは、
大分市民健康づくり運動指導者協議
会（☎514-3622）へ。

老齢基礎年金は繰上げ受給と
繰下げ受給があります
　老齢基礎年金の受け取りは、原則
65歳からですが、希望すれば60歳以
降いつからでも受け取れます。ただ
し、64歳以前から受け取ると減額さ
れ、66歳以降から受け取ると増額さ
れます。一度減額・増額された受給
率は、生涯変わりません。詳しくは、
大分年金事務所（☎552-1211 自動
音声案内1→2）へ。

無料

子育て シ ニ ア
県立聾

ろ う

学校幼稚部入学者募集
▪時願書配布：12月1日㈪〜
　出願期間：8年1月5日㈪〜23日㈮
▪対令和2年4月2日〜5年4月1日生まれ

で、聞こえない、聞こえにくいお子さ
ん
▪問県立聾学校（☎538-6661　 538-

6665）

ひだまりひろば参加者・
保育ボランティア募集
①参加者募集
▪内子育ての話し合いと仲間づくり
　※こどもは別室で託児（無料）
▪対0〜6歳児（未就学児）の保護者
▪定15人（先着順）
②保育ボランティア募集
▪内参加者のこどもの保育
▪対18歳以上（高校生不可）
▪時8年1月20日㈫・27日㈫、2月3日㈫・

10日㈫・17日㈫・25日㈬〈全6回〉
　午後1時30分〜3時30分
▪申・▪場・▪問電話で、12月1日㈪〜25日㈭
〈8日、22日（月曜日）を除く〉に地域

子育て支援室（J:COM�ホルトホール
大分2階　☎576-8245）へ。

無料

ひとり親家庭等医療証などを 
郵送しました
　ひとり親家庭等医療証の更新申請を
した人に、新しい医療証を11月下旬に
送付しました。また、所得超過などに
より、助成対象外となる人には、更新申
請却下通知書を送付しました。
　更新申請をした人で、医療証または
却下通知書が届いていない場合は、子
育て支援課（☎537-5796）へ。

ハッピーファミリー
応援教室
プレママ・プレパパスクール
▪内沐

もく

浴
よく

実習、助産師への相談など
▪対初妊婦とその夫
▪時・▪場12月20日㈯　鶴崎市民行政セン

ター、8年1月10日㈯　稙田市民行政
センター　※時間はいずれも午後1
時〜4時10分（2部制）
▪定12組（先着順）
▪申・▪問電話で、12月1日㈪から県助産師

会（☎594-5938）へ。

無料

市内の施設 地区 問い合わせ先

キッズケアルーム
（大分こども病院） 片島 567-1230

病児保育センターひまわり
（大分岡病院） 西鶴崎 522-3187

西の台こどもデイケアルーム
（西の台医院） 椎迫 090-

3734-4228

天心堂乳幼児健康支援デイサービス
センター�つくしんぼ（へつぎ病院） 中戸次 597-0050

病児保育�ままのて
（谷村胃腸科小児科医院） 大在浜 529-8686

スマイルケアルーム
（かわのこどもクリニック） 田中町 545-0040

■病児保育
　保護者が仕事や病気、冠婚葬祭などの理由で、病気のこども
を家庭で育児することが困難な場合に、医療機関に併設した
施設で一時的に預かります。
▪対入院の必要がない病気の小学6年生までの児童
▪時月〜土曜日　午前8時30分〜午後5時30分
　（祝日･年末年始･各病院の休診日を除く）

■認可保育施設での一時預かり
　一時的にこどもを見ることができないときに、
こどもを預かります（事前登録が必要）。
▪対1歳以上で保育所などに通っていない児童
▪時月〜金曜日（祝日を除く）の保育施設の開所日

こどもを一時的に預かります

詳しくは▲

詳しくは▲

▪問子ども入園課（☎585-5437）
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8年1月5日㈪から、
市が送付する郵便物などの
住所・文字の取り扱いや、
証明書などの様式が
変わります
　住民票の作成や税の賦課・徴収など
を行う情報システムを、国の示す標準
仕様に合わせた標準準拠システムに移
行することが義務付けられました。
　これに伴うシステム変更により市が
送付・発行する郵便物や証明書などに
用いる住所の表記や文字
のデザインが変更になる
場合があります。
　あわせて、住民票の写しや税証明書
の様式も変更となります。

▪問⃝住所の表記や文字のデザインに関
す る こ と … 情 報 政 策 課（☎ 537-
5606）　⃝住民票の写しなどの証明
書に関すること…市民課（☎537-
5615）　⃝税証明書に関すること…
税制課（☎537-5673）

確定申告に向けてマイナンバー
カードおよび電子証明書の
有効期限をご確認ください
　マイナンバーカードおよび電子証明
書にはそれぞれに有効期限があり、有
効期限を過ぎた場合、e

イータックス

-Tax 手続きな
どのご利用ができません。
▪問⃝マイナンバーカードおよび電子証

明書に関すること…マイナンバー
カ ー ド コ ー ル セ ン タ ー（☎ 510-
5151）　⃝確定申告に関すること…
大分税務署（中島西　☎532-4171　
自動音声案内2番）

みんなで節電（冬）
　12月1日㈪〜8年3月31日㈫は、冬の
節電キャンペーン期間です。身近なこ
とから節電に取り組みましょう。
▪問脱炭素社会推進室（☎529-7243）

お知らせ

住民票の写しなど 税証明書など

休日もマイナンバーカードの
申請・受け取りができます
▪時12月14日㈰　午前9時〜正午　※市

民課は午後2時まで
▪他手続きはすべて予約制です（市▪HPか

らオンラインまたは電話〈平日午前8
時30分〜午後6時　☎510-5151〉）。

※交付通知書に記載され
ている場所以外では受
け取りできません。
▪問市民課（本庁舎1階　☎537-7298）

または各支所へ。

国民年金室からのお知らせ
（☎537-5617）

◎ 【新規支給決定者】年金生活者支援給
付金の振り込みが始まります

　9月中にはがきタイプの請求書を日
本年金機構に提出し、新たに年金生活
者支援給付金の支給が決定した人は、
12月15日㈪に10･11月分（2カ月分）が
振り込まれます。10月以降に請求書を
提出した人は8年1月以降に振り込ま
れます。なお、現在受給中の人で、要件
を満たしている場合は、引き続き振り
込まれます。
◎国民年金は任意加入できます
　老齢基礎年金を受け取るためには、
原則として保険料納付済期間と免除期
間などを合わせた受給資格期間が10
年以上必要です。10年に満たない人は、
60〜70歳になるまでに保険料を納め
て受給資格を得る見込みがあれば、国
民年金に任意加入することができます。
　 ま た、年 金 を 満 額 受 け 取 る に は、
20〜60歳の40年間、保険料を納める
ことが必要です。未加入期間や納め忘
れ、免除期間がある人は、60〜65歳の
間、国民年金に任意加入して受給額を
増やすことができます。

宝くじの助成金で整備しました
　地域のコミュニティ活動の活性化を
図るため、宝くじの助成金で備品を購
入しました。
⃝寒田校区自治会連合会のポータブル

音響セットなどの整備

人権に関する市民意識調査に
ご協力ください
　人権が尊重される社会の実現を目指
し、市の人権教育・啓発の諸施策を推進
するため、人権に関する市民意識調査
を実施します。無作為に選んだ市民に、
12月上旬に調査票を郵送しますので、
返信用封筒で提出をお願いします。
▪問人権尊重推進課（☎537-5618）

資産税課からのお知らせ
①償却資産の申告はお早めに
　個人・法人を問わず、商店や農業、漁
業、不動産業、工場などを営んでいる人
が、その事業のために所有している構
築物や機械、工具、器具などの資産を

「償却資産」といい、固定資産税の課税
対象となっています。事業用の太陽光
発電設備も対象です。
　8年1月1日現在の「償却資産」の所有
状況を、8年2月2日㈪までに、8年度申
告書として資産税課（第2庁舎3階）へ
提出してください。　※期限間近にな
る と 窓 口 が 混 雑 し ま す。電 子 申 告
e
エルタックス

LTAX をご利用ください。また8年1
月5日㈪〜20日㈫〈土・日曜日、祝日を
除く〉の申告にご協力ください。
②家屋を取り壊したときは連絡を
　家屋（物置など簡易な建物も含む）を
取り壊したときは、早めに連絡をお願
いします。取り壊しの確認ができてい
ない場合、その家屋に対する固定資産
税が引き続き課税されることがありま
す。なお、家屋滅失証明が必要なとき
は、お問い合わせください。
▪問①資産税課（☎537-7293）
　②⃝本庁・明野支所管内の人…資産

税課（土地については☎537-7286、
家屋については☎537-7291）　⃝鶴
崎・大在・坂ノ市・佐賀関支所管内の
人 … 東 部 資 産 税 事 務 所（☎ 527-
2132）　⃝稙田・大南・野津原支所管
内の人…西部資産税事務所（☎541-
1406）

通電火災に有効な
感震ブレーカーを
設置しましょう
　通電火災とは、停電から復旧した際
に出火する現象です。感震ブレーカー
を設置することで、地震時に発生する
通電火災を防止することができます。
▪問消防局予防課（☎532-3199）


